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 梅雨に戻ったかのように雨の日が続きましたね。各地で豪雨等の 

災害も発生しております。十分ご注意下さい。なお、掲載内容につ

きご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 

 不動産の共有者の一人が死亡して相続人がいないとき、

その持分はどうなる？ 

  民法 255 条では、「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、

又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属

する」と定められています。一方で民法 958 条の 3 第 1 項では、相

続人としての権利を主張する者がない場合において、「相当と認めるときは、家庭裁判所

は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人

と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全

部又は一部を与えることができる」と定められており、被相続人と特別な関係にある者

（特別縁故者）への財産分与を認めています。この共有持分の相続については、民法 958

条の３に基づく特別縁故者に対する財産分与が優先することになり、特別縁故者への財産

分与がなされないときに、255 条により他の共有者のものになります。しかし、この共有

持分を他の共有者に移転登記することは一筋縄ではいきません。①家庭裁判所に相続財産

清算人の申立を行い、相続財産清算人を選任してもらう必要があります。② その不動産の

共有持分につき、相続財産法人への登記名義人の変更を行います。③家庭裁判所は，相続

財産清算人選任の審判をしたときは，相続財産清算人が選任されたことを知らせるための

公告と相続人を捜すための公告を 6 か月以上の期間を定めて行います。この公告の期間が

満了するまでに相続人が現れなかった場合，相続人がいないことが確定します。④相続財

産清算人は，2 か月以上の期間を定めて，相続財産の債権者や受遺者（遺言により相続財

産を譲り受けた人）を確認するための公告をします。なお、③の公告の期間が満了するま

でに、この公告の期間が満了するように公告します。⑤特別縁故者に対する財産分与の申

立期間（特別縁故者に対する財産分与とは、相続人がいない場合に、被相続人の生前に特

別の縁故があった人が、相続財産の全部または一部を受け取ることができるという制度で

す）が経過するか、または特別縁故者に対する財産分与の申立てを却下する審判が確定す

れば、他の共有者が持分を取得することになりますので、他の共有者への持分移転の登記

を申請します。 
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